
 

この書面は、相手方から申請があれば閲覧謄写（見せたり、コピーさせたりすること）される可能性が
あります。  

1                             Ｒ１．５ 

 

                  （面会交流）  

 令和   年   月   日  

事  情  説  明  書  

                             申  立  人                 

 

１  面会交流のあり方について、あなたの考えをお書きください。 

 

                                                             

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           

 

 

２  その理由、具体的事情をお書きください。  

 

                                                             

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           

                                                           

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

（次頁も記入してください。） 



 

この書面は、相手方から申請があれば閲覧謄写（見せたり、コピーさせたりすること）される可能性が
あります。  

2                             Ｒ１．５ 

 

３  あなたと同居している家族についてお書きください。  

 

 続  柄  氏    名  年  齢  職業  学籍   その他  

 

 

 

同居している人  

 

 

 

 

     

 

 

４  お子さんの状況について、お書きください。 

 

                                                             

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

５  あなたの生活状況について、お書きください。 

 

                                                             

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           

                                                                                                                                                                      


